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◇オーライ！ニッポン大賞の決定（２／６）

**********************************************************************

■ 雇用対策

◇農林水産省雇用対策推進本部を開催

第１回本部（２／１８）、第２回本部（２／２６）

農山漁村における雇用対策を強力に推進するため、近藤副大臣（本部長）の

下、農林水産省雇用対策推進本部の第１回本部を２月１８日（水）に、第２回

本部を２月２６日（木）に開催しました。

第１回本部では、はじめに近藤本部長から「農林水産業・農山漁村は、雇用

の受け皿としての可能性が注目されているが、これを一過性のものとすること

なく農林水産業への新規就業者の定着や雇用の創出を確実に実施していくため

は、今一度課題を掘り起こし、その対応を検討していくことが重要であり、農

山漁村における雇用対策にしっかりと取り組んでいきたい」旨、挨拶が行われ

ました。

その後、農林水産省における雇用対策の取組状況について各担当課より、農

林漁業各分野の団体（全国新規就農相談センター、林業労働力確保支援センタ

ー、全国漁業者確保育成支援センター）の取組状況について各団体より説明が

行われました。

また、厚生労働省と農林水産省とが農林漁業の雇用拡大の効率的かつ効果的

な推進を図るための連絡調整を行うために、２月１８日付で設置した農林漁業

の雇用拡大連絡会議について事務局より説明後、意見交換が行われました。

第２回本部では、農林水産業各分野の雇用創出に関する課題等について事務

局より説明後、意見交換が行われました。

近藤本部長からは、特に農林水産業各分野の雇用創出に関する中・長期的課

題について、それぞれ掘り下げた検討を行うよう指示がありました。
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雇用対策推進本部の資料については、次のサイトをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/koyo/k_council/index.html

（農村計画課農村政策班）

**********************************************************************

◇第１回農林漁業の雇用拡大連絡会議を開催（２／２５）

我が国における現下の厳しい雇用問題に対応して、厚生労働省と農林水産省

とが農林漁業の雇用拡大の効率的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行

うため、２月２５日（水）に両省の局長級を構成員とする第１回農林漁業の雇

用拡大連絡会議を開催しました。

本会議では、厚生労働省職業安定局長及び農林水産省農村振興局長からの挨

拶の後、両省における現在の雇用対策の取組状況についてそれぞれ説明を行い、

今後の会議の進め方について意見交換を行いました。

今後は、雇用拡大のための取組の強化、両省間の連携体制の整備等について

検討を行う予定としています。

第１回農林漁業の雇用拡大連絡会議の資料については、次のサイトをご覧く

ださい。

http://www.maff.go.jp/j/koyo/k_renraku/index.html

（農村計画課農村整備推進班）

**********************************************************************

■ 平成２１年度農村振興局予算概算決定の概要（その２）

◇平成２１年度農村振興局予算の重点事項

前号に引き続き、平成２１年度農村振興局予算概算決定の概要を紹介します。

２．地域資源の活用によるいきいきとした地域づくりの推進

■重点４ 都市との共生・対流を通じた農山漁村活性化対策の展開

○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～拡充～

３４，９１５（３０，５４６）百万円の内数

⇒ 耕作放棄地面的集積促進支援の創設
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耕作放棄地の解消・発生防止を図る上で必要となる基盤整備と担い手への面

的集積を促進するための取組を一体的に支援することにより、耕作放棄地の解

消を促進。

（担当：農地資源課経営体育成基盤整備推進室経営体育成事業推進班）

○『田舎で働き隊！』事業（農村活性化人材育成派遣支援モデル事業）

【非公共】～新規～ １９９（０）百万円

農村地域の活性化を担う人材の確保・育成を安定的に支える仕組みの構築に

向け、農村地域が抱える課題の分析、活性化活動への従事を希望する都市部の

人材の募集、農村に必要とされる人材と都市部にいる人材の適性や技能とのマ

ッチング、農村地域への人材派遣研修事業などに取り組む仲介機関を支援。

（担当：都市農村交流課定住促進班、活性化企画班）

○ 子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業【非公共】～新規～

６４０（０）百万円

総務省、文部科学省との連携により、小学生１学年規模の宿泊体験が可能な

体制の整備に向けた受入拡大モデル地域の構築等を支援。

（担当：都市農村交流課グリーン・ツーリズム班）

○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～継続～

３４，９１５（３０，５４６）百万円

農山漁村活性化法に基づき、農山漁村地域への定住や二地域居住、都市住民

の農林漁業体験などの地域間交流を一層促進するために必要な施設整備等を総

合的に支援。

（担当：農村整備官農山漁村活性化支援室）

○広域連携共生・対流等対策交付金【非公共】～拡充～

６３８（９７３）百万円の内数

都道府県域を越えた広域連携プロジェクト活動のほか、商店街等と結んで展

開する多面的連携での取組や企業等との連携による新たな協働の取組などの共

生・対流活動による地域活性化を農商工連携の観点からも支援。

（担当：都市農村交流課グリーン・ツーリズム班）

○農山漁村(ふるさと)地域力発掘支援モデル事業【非公共】～継続～

９０８（１，１１０）百万円

地域住民や都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づくりの新たな担
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い手としてとらえ、これらの協働により農山漁村が有する地域資源の発掘、保

全・活用を通じた地域活性化に取り組む地域協議会を支援。

（担当：都市農村交流課活性化推進班）

■重点５ 農村協働力を活かした農地・水等の資源や環境の保全への取組の推

進

農地・水・環境保全向上対策【非公共】～継続～

２７，７０４（３０，１８６）百万円

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみの共同活動

と先進的な営農活動を実施する地域等を支援。

（担当：農地資源課農地・水・環境保全対策室企画班）

○農地・水・環境保全向上対策の評価に関する検討調査【非公共】～拡充～

２０（１０）百万円

施策の中間評価を行うことを目的として、新たな観点からの定量的・定性的

な効果を把握するための調査及びデータの収集・整理・分析等を実施。

（担当：農地資源課農地・水・環境保全対策室保全活動支援事業班）

■重点６ 中山間地域等条件不利地域への支援

中山間地域等直接支払交付金【非公共】～継続～

２３，４４６（２２，１４６）百万円

耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地

域等において、農業生産活動の維持を図り、多面的機能が発揮されるようにす

るため、中山間地域等直接支払制度を着実に推進。

（担当：中山間地域振興課中山間整備推進室直接支払業務班）

■重点７ 安全で安心して暮らせる農村づくり

○国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業【公共】～新規～

１，２４４（０）百万円

政府全体で進める防災情報共有プラットフォームへの情報提供による国の防

災情報の充実を図るとともに、国営造成土地改良施設について迅速かつ的確な

防災面での対応を行うために、防災情報ネットワークを整備。

（担当：防災課防災班）

○地域ため池総合整備事業【公共】～新規～ ３００（０）百万円

地域全体の防災安全度を効率的かつ効果的に向上させ、併せて地域活性化に
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資するよう、防災・減災を核とする中での、環境保全や親水面での利活用にも

資するため池の総合整備対策を推進。

（担当：防災課防災班）

■重点８ 都市農業の振興

○広域連携共生・対流等対策交付金【非公共】～拡充～

６３８（９７３）百万円の内数

都市住民のニーズなども踏まえ、農地のない都心部での農業体験が可能な都

市の空閑地を利用した市民農園開設への取組やインターネットを活用した市民

農園の開設を促進する取組等を支援。

（担当：都市農村交流課都市農業班）

３．農山漁村からの低炭素社会の構築と地球環境問題への対応

■重点９ 農山漁村地域における低炭素社会の実現

○低炭素むらづくりモデル支援事業【非公共】～新規～

８８３（０）百万円

農村地域における温室効果ガス削減計画を策定し、小水力・太陽光発電施設

等の整備及び削減量の評価を行うことなどを支援。

（担当：農村整備官農村整備事業班）

○炭素貯留関連基盤整備実験事業【公共】～新規～ ３８０（０）百万円

炭素貯留による生産基盤の機能への影響を検証するとともに、施工に際し

ての最適な工法等の技術的な実証を行うことにより、基盤整備事業による農地

土壌への効率的な炭素貯留を推進。

（担当：農地資源課経営体育成基盤整備推進室経営体育成事業企画班）

○地域用水環境整備事業【公共】～拡充～

２，２０１（２，１９９）百万円の内数

農業水利施設の持つ自然エネルギーを活用した小水力発電施設の新設、更新

等を支援し、農村地域におけるＣＯ２排出削減を推進。

（担当：水資源課水利資源利用推進班）

■重点１０ バイオマス利活用の推進

○地域バイオマス利活用交付金【非公共】～拡充～

９，５０２（９，４６７）百万円

農林漁業者とバイオ燃料製造業者が連携した取組を重点的に支援するほか、
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バイオマス利活用の高度化に向けたソフト活動への支援等を強化するとともに、

現行の事業体系を再編して、バイオマスタウン構想の策定からバイオマス施設

の整備までを円滑に進める仕組みづくりを支援することにより、バイオマス利

活用を推進。

（担当：中山間地域振興課地域資源循環室地域資源循環企画班）

○ソフトセルロース利活用技術確立事業【非公共】～継続～

２，４６７（３，２３７）百万円

稲わら等のソフトセルロース系原料からバイオ燃料を製造する実証設備の整

備、原料の収集・運搬、バイオ燃料の製造、走行技術の実証等の取組を支援。

（担当：中山間地域振興課地域資源循環室地域資源循環事業班）

■重点１１ 生物多様性の保全の貢献

○農村環境保全整備推進モデル事業【公共】～新規～ ５０（０）百万円

ラムサール条約等の国際条約や景観法等の法律に基づいて指定された環境を

保全・形成すべき重要な地域において、自然環境や農村景観の維持向上のため

の調査等への支援を行うとともに、保全に必要な基盤整備等を実施。

（担当：農地資源課田園環境整備班）

○水田環境向上基盤整備支援事業【公共】～新規～ ５０（０）百万円

生態系に配慮した水田整備等を実施した地区において、生態系配慮施設等の

順応的管理を実施するとともに、生態系配慮対策技術向上のための技術指針を

作成。

（担当：経営体育成基盤整備推進室経営体育成事業推進班）

詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/h21/index.html

**********************************************************************

■ 美しい農村を守り育むために

◇農地・水・環境保全向上対策：岩手県における特徴的な活動組織の紹介

岩手県では、農地･水･環境保全向上対策として、共同活動が４４５組織（約

４４，０００ｈａ）、営農活動が１１０組織（約４，２００ｈａ）により積極的

に取り組まれています。その中で特徴的な活動を行っている活動組織として、
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つぎの４組織を紹介します。

○桜屋ユートピア自治協議会（矢巾町）

長年にわたって培われてきた「結いの精神」によりコミュニティ活動が活発

で、農業者と農家以外の方が一体となって地域を支えています。この地域では、

品目多様化による経営の安定や女性・高齢者の労働力も活用した楽しい農業の

実践のため、平成１８年に「桜屋ゆい営農組合」を設立し、集落営農の確立を

目指して取り組んでいます。

○アイみどり保全隊活動組織（遠野市）

１００年以上も続く「根岸弘道会」や自治会、婦人会等が協力して地域づく

りを進めており、農業用施設の保全管理をはじめ、環境保全活動として水質検

査や生き物調査等を積極的に展開しています。

○水芭蕉の郷 長志田地区活動組織（金ヶ崎町）

地域ぐるみで農業用施設の保全管理や環境保全活動に積極的に取り組んでい

ます。特に、漁業廃棄物の「カキ殻」を活用して道路の表面補修を行うなど、

ユニークな活動を展開しています。

○二子地域環境保全推進会（北上市）

「二子中央営農組合」を母体に先進的営農活動に取り組んでいます。平成１

６年からレストランチェーンの「びっくりドンキー」と水稲の契約栽培を行っ

ており、実需者ニーズに対応するため、有機質資源の循環利用による化学肥料

使用量の削減のほか、化学合成農薬の大幅な削減を実践しています。

これら４組織の活動は、昨年１１月１９日に開催した「いわて農地・水・環

境保全推進大会」においても紹介されました。

本件に関する問い合わせは以下にお寄せください。

岩手県農地･水･環境保全向上対策地域協議会事務局

電話：０１９－６３１－３２０３

（農地資源課農地・水・環境保全向上対策室企画班）

**********************************************************************

■ 平成２０年度農村振興局関係第１次補正予算を活用した取組

◇耕作放棄地を活用した栗の産地作り
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～岐阜県恵那市～

恵那市は、岐阜県の南東に位置し中央道および東名高速道路を介して名古屋

まで約５０分と大消費地への供給地として有利な立地条件にあります。

しかし、中山間地域に位置し農業生産性が低いため、近年では担い手の高齢

化や後継者不足等による離農が進み、耕作放棄地が増加しています。

耕作放棄地の多くは谷内田や丘陵地の牧草地、桑園など生産基盤条件の悪い

農地で発生しており、これらの農地は、地元の営農組合でさえも農作業を引き

受けてくれない状況にありました。耕作放棄地は、獣の巣となり、周辺農地へ

の獣害の発生が懸念されていたため、その再生が課題となっていました。

このため、平成２０年７月頃から、市が中心となり、耕作放棄地を再生し、

地域の新たな特産品として栗の一大産地を作る計画が持ち上がりました。

このような中、平成２１年１月１５日に恵那市、市農業委員会、東美濃農業

協同組合、東濃農業共済組合、県恵那農林事務所、県東濃地域農業改良普及セ

ンターからなる恵那地域耕作放棄地対策協議会が設立され、平成２０年度第１

次補正予算の「耕作放棄地再生利用推進事業」を活用した取組が進められてい

ます。

本事業により、今後の耕作放棄地の再生・利用の参考とするため、耕作放棄

地の再生実証試験に取り組み、荒廃の程度や圃場の傾斜の度合などの条件ごと

に対象圃場を設定し、再生に係る労務費、機械経費、資材費などを検証しよう

としています。

発生した伐採後の灌木は、来年度以降、木材チップに破砕し、畜産農家と協

力のもと堆肥化して、農地にすき込み地力の増進とコストの軽減を図ろうとし

ています。

これらの取組で再生した農地を、栗の産地づくりの核と位置付け、ブランド

化や栗きんとん等のお菓子への加工等により地域の活性化を図ろうとしていま
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す。また、耕作放棄地の観光農園としての利用を検討するなど、更なる耕作放

棄地の活用に取り組んでいこうとしています。

（農地資源課遊休農地対策班）

**********************************************************************

◇米粉のまちで地域おこし

～新潟県胎内市～

胎内市は、新潟県北部に位置し、市の名称は新潟県、山形県、福島県にまた

がる飯豊連峰の麓
ふもと

から流れ出す「胎内川」に由来しています。

胎内市（旧黒川村）では、新しい食文化を目指し平成１０年に国内で始めて

米専用の製粉施設を設置し、第３セクターの新潟製粉株式会社が新潟県の特許

技術である「微細粉工法」を採用した米の製粉製造を開始しました。

平成１２年２月には全国初の米粉パン・麺の学校給食を導入し、現在では市

内の全小中学校に食育の一環として普及しているほか、市営施設では米粉を使

用したスイーツ、麺などの加工や販売を実施し、地元菓子店では「米粉コンテ

スト」を開催するなど新たな特産品づくりを進めています。

また、今年度から地域の農業の更なる振興に向け、米の需要拡大・生産調整

に取り組むため、胎内市水田農業推進協議会と地元農協、生産者が連携し、米

粉用米の作付けをはじめたほか、収穫された米粉用米を生産者から地元農協を

通じ新潟製粉株式会社に出荷する流通体系を確立し、胎内産コシヒカリにこだ

わった安全な米粉の生産を進めています。

さらに米粉の生産供給の安定を図るため、新潟製粉株式会社が平成２０年度

第１次補正予算の「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」を活用し、新た

な米粉処理加工施設の建設に着手しました。生産能力は１日７．５ｔ、年間１，

９８０ｔで、今年度作付した米粉用米を原料として、今年の１０月から操業を

開始する予定です。
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胎内市では、この米粉処理加工施設の完成に伴い「米粉生産日本一」の自治

体として、米粉を原料とした地域の特産品づくりを進めるとともに、米粉用米

の増産体制を強化し米の自給率の向上を目指そうとしています。

胎内市の農業農政の情報については、次のホームページをご覧下さい。

あぐりレポ ～農林水産課農政係による情報まっしぐら！～

http://tainainousei.blog66.fc2.com/

（農村整備官農村整備事業班）

**********************************************************************

■ 報告・お知らせ

◇第４回(平成２０年度)「美の里づくりコンクール」の選賞結果について

（２／２）

「美の里（びのさと）づくりコンクール」は、行政やＮＰＯ、都市住民や子

どもたちが連携しながら、豊かな農地、水、里山などを活かした美しいむらづ

くりへの地域の美しい景観、良好な景観を守り育てている活動地区を農林水産

省が表彰するものです。

また、これら優良地区の紹介を通じ、国民の共有財産である農山漁村の美し

い景観の形成の推進及び都市と農山漁村の共生・対流の促進に資することを目

的として実施しているものです。

平成２１年２月２日（月）に開催された審査会の結果、以下のとおり受賞地

区が決定しましたので、お知らせします。

農林水産大臣賞

・岡山県美咲町「境地区農業生産者組合」

農村振興局長賞

・静岡県松崎町「石部棚田保全推進委員会」

・岐阜県下呂市「馬瀬地方自然公園・住民憲章推進協議会 」

審査会特別賞

・兵庫県多可町「箸荷むらづくり委員会」

・京都府京丹後市「奥大野村づくり委員会」
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・北海道沼田町「沼田ホタル研究会」

また、この選賞にかかる表彰式が下記日程で開催されます。

開催日： ３月２３日（月） １５：００～

場 所： 砂防会館（東京都千代田区）

受賞地区の概要は、次のホームページよりご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/090209.html

また、美しい農村景観づくりへの取組を紹介する美の里づくり総合サイトは、

次のホームページよりご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/binosato/index.html

（都市農村交流課活性化企画班）

**********************************************************************

◇第１８回(平成２０年度)「食アメニティコンテスト」の選賞結果について

（２／５）

「食アメニティコンテスト」は、農山漁村の女性グループ等が地域の特産物

を活かし、地域の食文化の保存・開発とその普及に自主的に取り組み、「食」

を通じた起業活動などで地域づくりに貢献している優秀な活動事例を農林水産

省及びオーライ！ニッポン会議が表彰するものです。

また、あわせてこれら優良事例を普及することにより地域の活力の増進を図

り、農山漁村の振興及び都市と農山漁村の共生・対流の促進に資することを目

的に実施しています。

平成２１年２月５日（木）に開催された審査会の結果、以下のとおり受賞団

体が決定しましたので、お知らせします。

また、表彰式は第６回「オーライ！ニッポン全国大会」で下記の日程で開催

されます。

開催日： ３月１１日（水） １３時～１７時

場 所： ニッショーホール（東京都港区）
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農林水産大臣賞

・宮城県本吉町：宮城県漁業協同組合大谷本吉支所女性部 おばちゃん倶楽部

・山形県大江町：ＪＡさがえ西村山 大江農産物加工所

・沖縄県今帰仁村：有限会社そーれの会

農村振興局長賞

・青森県五戸町：カマラードの家

・岩手県一関市 ：京津畑・郷土食研究会 やまあい工房

・和歌山県古座川町：農事組合法人 古座川ゆず平井の里（加工部）

審査会特別賞

・新潟県小千谷市：岩沢まごころ市

・石川県小松市：食と農を考える女性の会

・徳島県美波町：木岐まちづくり委員会“わいわいｋｉｋｉ”

受賞事例の概要は、次のホームページよりご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/090212.html

食アメニティコンテストの詳細については、次のホームページをご覧くださ

い。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/amenity/a_syoku/index.html

（都市農村交流課活性化企画班）

**********************************************************************

◇オーライ！ニッポン大賞の決定（２／６）

第６回オーライ！ニッポン大賞について、今般、審査委員会（会長：川勝平

太静岡文化芸術大学学長）による審査が行われ、オーライ！ニッポン大賞、審

査委員会長賞、ライフスタイル賞の各賞受賞者が決定されました。

オーライ！ニッポン大賞には、「長沼町グリーン・ツーリズム」、「アストラゼ

ネカ株式会社」、「ＮＰＯにいがた奥阿賀ネットワーク」、「特定非営利活動法人

学生人材バンク」の４件が選ばれました。

グランプリについては、２月下旬の審査委員会にて決定予定です。審査委員

会長賞、ライフスタイル賞については、次のホームページをご参照ください。

http://www.ohrai.jp/
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※オーライ！ニッポン大賞とは

「オーライ！ニッポン大賞」は、全国の都市と農山漁村の共生・対流に関す

る優れた取り組みを表彰し、もって国民への新たなライフスタイルの普及定着

を図ることを目的として、オーライ！ニッポン会議（代表：養老孟司東京大学

名誉教授）、農林水産省ほかの主催で実施しているものです。

なお、オーライ！ニッポン大賞、審査委員会長賞、ライフスタイル賞の表彰

は、３月１１日に開催される第６回オーライ！ニッポン全国大会にて行われま

す。

日時：２００９年３月１１日(水)

場所：ニッショーホール

詳細は次のホームページをご覧ください。

http://www.ohrai.jp/news/jdr02800000162gk.html

（都市農村交流課グリーン・ツーリズム班）

**********************************************************************

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆

２月下旬にもなると、今シーズン既に風邪を引いてしまったという方がいら

っしゃるかもしれませんが、今回は、風邪の予防法についてご紹介します。

風邪の予防法というと、うがい・手洗いが定番ですが、そのうがいの方法と

して注目されているものの中に緑茶うがいがあります。ご存知の方も多いかと

思いますが、緑茶に含まれるカテキンの働きによって、風邪の予防だけでなく、

風邪の進行を食い止めることもできるそうです。

まだ暫くは、寒く乾燥した日々が続くと思いますので、風邪を引かないよう、

うがい・手洗いをしっかりと行いましょう。（Ｍ）

**********************************************************************

◆◇ ご意見をお寄せ下さい ◇◆

本メールマガジンに対する皆さまの声をご遠慮なくお寄せください。また、

皆さまの地域での活動や取組の紹介などもお願いします。皆さまからのご質

問・ご意見、地域の活動などの情報につきましては、可能なかぎり回答あるい

は紹介させていただきます。

本メールマガジンに関するご質問・ご意見等については、次の農村振興局「ご

意見・お問合せ窓口」のサイトから送信をお願いします。その際、様式の「テ

ーマ」欄には“農村振興メルマガ宛”を必ず記載してください。
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https://www.voice.maff.go.jp/maff-interactive/people/ShowWebFormAction

.do?FORM_NO=12

農村振興メールマガジンのバックナンバーは次のサイトでご覧いただけます。

http://www.maff.go.jp/nouson/mailmagazine/index.html

**********************************************************************

■ 編集発行

〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課（担当）増田

TEL:03-3502-6001 FAX:03-3501-9580

**********************************************************************


